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関
東
・
近
畿
・
中
京
の
三
大

広
域
圏
で
２
０
０
３
年
12
月
１

日
ス
タ
ー
ト
し
た
「
地
上
デ
ジ

タ
ル
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
」は
、

山
口
県
内
で
も
２
０
０
６
年
末

ま
で
に
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。
デ

ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
放
送
を
開
始
す

る
た
め
に
は
、
現
在
の
ア
ナ
ロ

グ
テ
レ
ビ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
整

理
が
必
要
と
な
り
、
一
部
の
中

継
局
で
は
チ
ャ
ン
ネ
ル
変
更
を

行
い
ま
す
。
こ
れ
に
伴
い
、
大

島
中
継
局
を
ご
覧
の
方
に
は
、

現
在
の
テ
レ
ビ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル

設
定
の
変
更
や
、
場
合
に
よ
っ

て
ア
ン
テ
ナ
の
取
り
替
え
の
工

事
を
お
願
い
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
大
島
テ
レ
ビ
中
継
局

（
飯
の
山
）
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
変

更
は
、
４
月
１
日
貊
か
ら
で
、

５
つ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
全
て
が
、

次
の
よ
う
に
変
わ
り
ま
す
。

◇
Ｎ
Ｈ
Ｋ
総
合
　
56→

59

◇
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
　
52→

62

◇
Ｋ
Ｒ
Ｙ
　
　
　
50→

47

◇
Ｔ
Ｙ
Ｓ
　
　
　
40→

49

◇
Ｙ
Ａ
Ｂ
　
　
　
43→

45

チ
ャ
ン
ネ
ル
変
更
に
伴
う
対

策
工
事
は
、
総
務
大
臣
の
指
定

を
受
け
て
対
策
作
業
に
あ
た
る

社
団
法
人
電
波
産
業
会
「
山
口

受
信
対
策
セ
ン
タ
ー
」
か
ら
派

遣
さ
れ
る
テ
レ
ビ
受
信
対
策
員

が
実
施
し
ま
す
。
一
般
の
ご
家

庭
で
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
変
更
工
事

の
費
用
は
、
国
が
負
担
す
る
こ

と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、

受
信
対
策
員
が
費
用
を
請
求
す

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
（
た
だ

し
、
店
舗
・
工
場
・
オ
フ
ィ

ス
・
ホ
テ
ル
な
ど
の
対
策
は
、

自
費
で
行
っ
て
い
た
だ
く
必
要

が
あ
り
ま
す
）。
受
信
対
策
員

は
、
セ
ン
タ
ー
が
発
行
す
る
身

分
証
明
書
や
「
テ
レ
ビ
受
信
対

策
員
」
の
腕
章
を
携
帯
し
て
い

ま
す
。
同
じ
よ
う
な
工
事
を
装

っ
た
不
審
な
訪
問
や
勧
誘
な

ど
、
悪
徳
商
法
に
は
十
分
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
（
無
料
）
／

山
口
地
域
受
信
対
策
セ
ン
タ
ー
　

（
０
１
２
０
）
８
８
０
４
９
６

大
島
テ
レ
ビ
中
継
局
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
５
つ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
全
て
変

更
に
（
周
防
大
島
町
を
始
め
、
柳
井
市
、
由
宇
町
、
平
生
町
な
ど

に
お
住
ま
い
で
、
大
島
テ
レ
ビ
中
継
局
か
ら
の
テ
レ
ビ
電
波
を
受

信
し
て
お
ら
れ
る
方
々
へ
の
お
願
い
で
す
）

自
分
の
所
有
し
て
い
る
財
産
（
固
定
資
産
）
を
確
認
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
固

定
資
産
課
税
台
帳
を
無
料
で
見
る
こ
と
の
で
き
る
縦
覧
を
次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

◆
縦
覧
期
間
／

４
月
１
日
貊
か
ら
５
月
31
日
貂
ま
で
。

た
だ
し
、
土
曜
日
、
日
曜
日
、
祝
日
は
除
く
。

◆
縦
覧
で
き
る
も
の
（
固
定
資
産
課
税
台
帳
に
か
わ
る
も
の
）
／

・
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
（
所
在
、
地
番
、
地
目
、
地
積
、
価
格
）

・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
（
所
在
、
家
屋
番
号
、
種
類
、
構
造
、
床
面
積
、
価
格
）

※
縦
覧
台
帳
は
、
旧
町
単
位
で
作
成
し
て
い
ま
す
の
で
、
所
在
を
確
認
の
う
え
、
該

当
の
各
総
合
支
所
で
閲
覧
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
縦
覧
で
き
る
人
お
よ
び
縦
覧
に
必
要
な
も
の
／

①
固
定
資
産
税
の
納
税
義
務
者
（
た
だ
し
、
土
地
（
家
屋
）
の
み
を
所
有
し
て
い
る

も
の
は
、
家
屋
（
土
地
）
の
縦
覧
が
で
き
ま
せ
ん
。）

・
必
要
な
も
の
・
・
・
納
税
通
知
書
や
課
税
明
細
書
あ
る
い
は
運
転
免
許
証
な
ど

②
納
税
管
理
人
（
代
理
人
）

・
必
要
な
も
の
・
・
・
納
税
通
知
書
や
課
税
証
明
書

（
納
税
者
か
ら
委
任
が
あ
っ
た
も
の
と
し
て
扱
う
。）

※
納
税
者
と
同
居
の
親
族
も
同
様
に
取
り
扱
い
ま
す
。

◆
縦
覧
料
／
無
料

◆
時
間
／
午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５
時
15
分
ま
で

◆
場
所
／
周
防
大
島
町
役
場
　
大
島
・
久
賀
・
橘
・
東
和
各
総
合
支
所

◆
問
い
合
わ
せ
／
周
防
大
島
町
役
場
税
務
課
蕁
０
８
２
０
（
７
４
）
１
０
０
８


